
経済論叢(京都大学)第 178巻第 3号， 2006年 9丹

公的医療制度改革の経済厚生効果分析

村博司

I はじめに

この研究では公的医寮制度改革の経済厚生効果を分析する方法を提案し，そ

の応用例として2003年4月に実施された公的医療制度改革を分析した。具体的

な分析手法は，公的罷療制度を特徴付ける保険料率，自己負担率，

公的医療保険財政赤字(また などの政策変数を所与とした，世帯主年

齢別に区分した家計による効用最大化問題を解くことによって，家計による医

療サーピス需要，家計の効用 国民医療費 および社会的価値観にっし

な仮定を置いた社会効用などを計算し これ等の変数の債が公的医療制度改革

によってどのような影響を受けるかということを分析した。また分析に当たっ

ては比較的入手し易い公開済統計データを用いて 世帯主年齢別に区分した家

計の特徴を，所得，擢患確立，権患時医療費などの属性によって表した。更に

消費や擢患が家計の効用に及ぼす強さを表すパラメター(所謂 fディープパラ

メターJ)についても統計データを用いて推定した。

この研究における主要な発見は以下の 3点である O 第 1の点は公的医療制度

改革が家計の摩生水準に影響を及ぼす経路に関するものである O 現在の我国の

公的医療制度は， 70歳未満のグループと70歳以上のグループについて異なった

受診者自己負担率が課されており，また公的医療保険制度についても75歳未満

のグループと75歳以上のグループ(老人医療保険制度の対象)で区分されてい

るO このため公的医療制度の財政的制約を考慮すると，自己負招率の変化はこ

れを相殺するような保険料率の変化を必要とし，そしてこのような公的医療制
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度の政策変数の選択に関する制約が，公的底療制度改革による家計の厚生水準

の変化について， tま苦主年齢別に異なった効果を及ぼす原因となる D 第2の点

は保険料率と自己負担率に関して同様な条件が適用される70歳未満のグループ

についても，公的医療制度改革の経済厚生効果は均一ではないことである O 例

えば2003年4月に実施された改革では70歳未満の受診者の窓口自己負担率が 2

割から 3割に引上げられたが この研究での計算ではこのような改革によって

70歳未満の退職世帯 (60-70歳)の効用が包下するのに対して，現役勤労世帯

の効用は改善するとL、う結果が得られた。これは次の 2つの要因に出来する O

(i) 70歳未満の受診者の自己負担率の引上げによって，全体的に保険料率を抑

制出来ること (70歳以上の受診者の自己負坦率は 1舗に据置かれている)，お

よび (ii)現役勤労世帯は高齢の退職世帯に比べて所得水準が高い一方で，擢患

時の一人当たり医療費は低いことである O これら 2つの要因のために，自

担率と保険料率が同様に変化しても，現役勤労世帯の効用は保険料率の影響を

強く受け，一方高齢の退職世帯の効用は自己負強率の変化の影響を強く受ける O

これが2003年4月の改革が現役勤労世帯と70歳未満の退職世帯の効用に異なっ

た影響を与えた理由である O 第 3の点は現在の公的医療制度の社会的公平性評

価に関するものである O この研究における数値計算によれば，社会効用問数が

世帯主年齢別の家計効用の分布について，より「公平性jを重視するものへと

変化すると，社会効用を最大化する医療制度改革は，現役勤労世帯の負担を軽

減するようなものであるとしづ結果が得られた。(これは公的医療制度の財政

的制約より，問時に高齢者の負担増を伴うことを意味する。)この結果は今日

の社会保障制度改革のあり方について興味深い示唆を与える O

進行しつつある少子高齢化という人口構造の変化によって，近年の公的年金・

罷療を中心とした社会保障制度の財政的負担が益々現役勤労世帯に偏重するよ

うになってきていることは，たとえ「公平性Jに関する社会的価値観(社会的

効用)に変化が無くとも，現在の社会保瞳制度が世代鰐公平性の面で望ましく

ないと見なされている可能性があること，また社会的価値観が以前よりも
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「公平性J きを置くようなものへと変わってくると，現在の社会保樟制度

に関する不公平感が一層強まってくる可能性があることを示唆している O

2006年8月に成立した医療制度改革関連法の基となった，政府・

協議会「医療制度改革大綱J(2005年12月)によれば，現在の公的医療制度に

関する世代間の負担の公平性に鑑みて， 75歳以上を対象とする老人医療保険制

度の財源について， r高齢者の保検料による負担割合(1割)は高まり，現役

世代の支援の割合は，約 4割を上限として減っていくことになるJ(p. 10) と

している O

2006年 8月25日付けの厚生労働省の報告によれば， 2004年度の閤民医療費は

32.1兆円(対 GDP比率8.9%) で， 2003年震に比べて1.8%増加しており，ま

た今後も人口構造の高齢化 医療技術の高度化 生活習慣病患者の増加などの

要因によって，国民医療費の更なる増加が続く可能性があるとし、う O このため

2006年6月に成立した医療制度改革関連法は，国民医療費の抑制を主な目的と

して，その実施手段として(i)新たな高齢者医療制度の創設， (ii)高齢者医療

制度に対する拠出金分担に関して問題が指摘されている 各種公的法療保険制

度を再編， (iii)生活習慣病の予防対策を採ること等を計画している。また70歳

以上の受診者の窓口での自己負担率についても，現行の 1割から 2割に上げる

こと，特に「現役並みの所得Jを得ている者については 3舗の負祖を課すこと

も予定している O このような公的医療制度改革が，年齢，所得，世帯構成など

の属性の異なる家計に対してどのような影響を及ぼすか また改革は「効率

性Jや「公平性Jの面から見て望ましいものなのかとし寸分析は非常に重要な

ものだろう O それ故にこの研究は 使用した統計データの儲からの制約という

問題はあるものの，公的医療制度改革の経済厚生効果を実証的・規範的に分析

するための標準的な手法の確立を試みたものとして提唱したい。

この研究論文は次のように構成される O 最初に第E節で公的医療制度改革の

分析に用いる理論モデルの構造を説明する O 公的医療制度の理論モデルは，保

険料率，自己負担率，国庫負担率，および保験財政赤字を政策変数とする公的
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医療財政仁公的医療制度に関する，世帯主年齢別に区分された多数の家計か

ら構成される O 第亜節では第E節で紹介した理論モデルを数量化するための手

法および，利用した統計データについて説明する O 第N節では公的霞療制度改

革の経済厚生分析結果を説明する O 分析の対象としたのは2003年4月の改革に

ついて，国庫負担と保険財政赤字を家計の負担に含めない場合と含めた場合で

ある O 最後の第V節では，分析結果の意義を総括した上で，残された課題につ

いて述べる O

11 モ デ ル

この節では公的医療制度改革の経済厚生効果を分析するために用いる理論モ

デルの構造を説明する O モデルは世帯主年齢が異なる多くの家計，および公的

医療財政制度から構成される O 医療サーピス供給者(病院，診療所など)は，

家計による医療サーピス需要を受動的に満たす存在として モデルの構造から

は省略されている九

1 家 計(世帯)

医療サーどスを需要する家計は「世帯Jを単位として行動する O 世帯主の年

齢を区別するインデックスを“ i" とする O 具体的には世帯主の年齢について

次のような区分をする O

1) 近年における医療制度の経済学的分析手法には (i)伝統的消費者主権モデル， (ι)毘師誘発需

要モデル，川上の(i)と(込)を同時に考察した two冊partモデルなどがある。本研究の手法はい)に分

類される。医療制度の経済分析については Culyerand Newhouse (eds.) [2000]に収録された論

文が参考となる。また我国の医療制度に関する経済分析については井伊・別所 [2006] による

サーベイを参照。
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また 0-19歳の個人は「扶養家族jとして，世帯主が20歳以上の家計に適宜配

分する o (配分方法の詳細については第調節で説明する。)

各iについて，同質的な世帯が存在し，その数を Ni，i=l， 2，...， 11，と

する O 代表的な第 t世帯の世帯人員数を mi，i=l，丸.. . ，11，とする O 第i世

帯は確立 qiで擢患し，このとき医療サーピスに対する需要が生じるが，第 i

世帯の期待効用を次のように表す。

(2.1) EUi=qimi[Aiemi一 (Bi-Xi)2]+ (1-qi)mi[Aiemi] 

ここで emiは擢患、時一人当たり消費 Cmiは擢患しなかったときの一人当たり

消費，めは一人当たり医療支出，んは消費の効用パラメター，Biは擢患の不

効用パラメターである O なおこのモデルにおいて「消費Jlemi， cmil とは，

医療サーピス以外の財・サーピスに対する支出の総称、である O 穣患時の一人当

たり消費 emiと，擢患しなかった時の一人当たり Cmiは次のように表され

るO

(2.2a) emi= [(l-fi)yilmiJ -riXi 

(2.2b) Cmi= [(l-fi)yd例 iJ

(2.2)式において豹は世帯所得，fiは公的医療保険料率，riは医療支出にお

ける自己負担率である o (2.1)式と (2.2)式より，第 i世帯の期待効用を次のよ

うに書き直すことが出来る O

(2.3) EUi=Aici-qimi(Bi-xi)2 

ここで Ciは世帯消費のことで，次のよう れている O

(2.4) ci=(1-fi)Yi-qimirixi 

第i世帯の「最適医療サービスJXiを， (2.4)式の下で (2.3)式の期待効用を

最大化するものと定義する O 一方このような「最適医療サーピスjは次のよう

に解釈することも出来る O 仮に第 i世帯の数Niが十分大きければ，大数の法

則より qiNi世帯が擢患することになる O このとき全ての第 i世帯の「事後的j

な効用の総和は

(2.5) qiNi[(1-fi)Yi-mirixi-mi(Bi-xYJ十 (1-qi)Ni(l-fi)Yi
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出 Ni[(1-fi)Yi-Qimirixi-qimi(Bi-Xi)っ
ここNiEui

となる O このとき仮想的な社会計画者 (socialplanner)が，保験料率 tiおよ

び自己負担率 ηを所与として，第 i世帯の「事後的Jな効用の総和 (2.5)式を

最大化するように医療サーピスぬを決めれば，このような窪療サーピスは同

時に，個加の第 i世帯にとって「事前的」な期待効用 EUiを最大化するものに

なっている O

簡単な計算より代表的な第 i世帯にとっての最適医療サーピスは

(2.6) Xiニ Bi一 (AiriI2)， 口 1，2，...， 11 

のように自己負担率 ηの減少関数となり，また (2.3)式， (2.4)式，および

(2.6)式より第 i世帯の間接効用関数は

(2.7) EUi = Ai [(1-ti) Yi -qimiri (Bi -Airi 12)] -qimi (Airi 12) 2， 

i=1，2，...， 11 

となる O

2 政 府(公的医療保険勘定)

公的医療保険制度の予算制約式は

(2.8) 'L.Nim品 (1 ri)xi=コエNd品 十r十D

のように表される o (2.8)式の左辺は国民医療費から受診者の自己負担分を除

いた医療サーピス給付費，右辺第 1項は医療保険料収入，第 2項のrは国庫

負担額，第 3項の Dは赤字額(または黒字額)を意味する D また公的医療保

険制度改革の経済厚生効果を計る指標として 次のような社会効用関数を導入

する O

(2.9) W='L.Nd[(Eui)r-1]/r}， r:s1 



公的医療制度改事の経済厚生効果分析 (199) 7 

(2.9)式は Tが小さい程，より公平な世帯別期待効用 EUiの分帯を好むよう

な社会的価値観を意味する o r=lのとき (2.9)式はベンサム型(功利主義型)

社会効用関数となり， r=一∞のときロールズ型社会効用関数となる G

III シミュレーション分析の手JII買およびデータ

この節では第五節で紹介した理論モデルを用いた，公的医療制度改革の経済

厚生効果を分析する手順と，分析に用いるデータおよび、パラメターの推定方法

について説明する O

1 シミュレーション分析の手liI震

シミュレーション分析にあたっては，公的医療制度に関する統計データのう

ち，一般に公開されており，かつ比較的入手が容易なものを用いるが，このよ

うなデータを第百節で紹介した理論モデルにあてはめることによって，可能な

!浪り多くの経済構造を探り出すために，理論モデルに対していくつかの仮定を

課す。

仮定世帯主が70蔵未満の全ての家計の医療保険料率と自己負担率をぬ，

raf と表し，世帯主が70歳以上の家計の保険料率と自己負担率を ltb'

rbf と表す。

(3.1a) ti口 ta，η口 ra， ニ 1，2，...， 10.

(3.1b) t1l=tb， r1lニrb・

仮定 1は現在の公的医療制度では70歳未満のグループと70歳以上のグループで，

保険料率や自己負担率の扱いが異なることを念頭に置いたものである O 例えば

2003年4月から実施された公的医療制度改革では自己負担率について lra=

0.2， rb=O.lf から lra口 0.3，rb=O.lf へと変更されているヘ

2) 保険料率と自己負担率は年齢以外にも，所得水準による底分が行われているが，ここではデー

タ上の制約から，仮定 1のように年齢のみによる区分を行う。
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俄定 2:家計の効用関数(2.3)式において，消費からの効用を計るパラメ

ターんは世帯主の年齢からは独立である O

(3.2) Ai' i=l， 2， ...， 11. 

仮定 2は利用可能な統計データから効用関数のパラメター lAi' Bil を推定す

る際に，擢患の不効用を計るパラメタ-Biは世帯主年齢別の推定が可能だが，

消費の効用を計るパラメター Aiは年齢ごとの底別が出来ないためで、ある o (具

体的な推定方法については後述する。)

仮定 1と仮定 2の下では，世帯主年齢別の最適医療サーピスは

(3.3a) xi=Bi一(Ara12)， i= 1， 2， . • • ， 10. 

(3.3b) X11ニ B11一 (ArbI2)

となり，一方間接効用関数は

(3.4a) EUiニA[(1-fa)Yi-qimira(Bi-AraI2)]…qimi(Ara12)2， 

i=l， 2， ...， 10. 

(3.4b) EUl1ニニA[(1-fb)Yl1 -ql1ml1rb(Bl1-Arb 12)] -ql1m11 (Arb 12)2 

となる O

仮定 3:医療給付費に対する盟庫負担に関して 老人医療保険制度に対する

負担率をふ，それ以外の医療保険制度に対する負担率を gaとする。

実際の国庫負担率は「政府管掌健康保険J，r組合管掌健康保険J，I国民健農保

険Jなどの制度ごとに大きく異なっており，更に各保険制度による， 75歳以上

の個人を被保険者とする老人医療保険制度への拠出金分担との関連において，

各医療保険制度聞の公平性の確立を中心とした制度再設計が大きな問題となっ

ている O しかしながらここでもデータ上の制約から 70歳未満(正確にはお歳

未満)の個人を被保険者とする医療保険制度に対する国庫負担率については，

仮定3のような単純化を行った。仮定3の下では，公的医療保険制度の予算制

約(2.8)式における国庫負担額rは
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(3.5) r=ga2.Nimゅ(1 ra)品十gbN11m11qll(1-rb)x11 

となる O

仮定 4:公的医療保険制度の予算制約 (2.8)式における貯政赤字Dは，医

療給付費のえ x100%として 政策的に決められる O

(36) D418凡向山i)Xi]

仮定 3と同じく，仮定4についても実際の医療保険財政赤字(経常収支差引

額)は各保険制度ごとに大きく異なっているが，ここでもシミュレーション分

析に用いる統計データ全体との整合性を得るために 仮定4のような単純化を

行った。

仮定 3と仮定4の下では (3.5)式と (3.6)式より公的医療制度の予算制約

(2.8)式を次のよう き直すことが出来る O

(3.7) (l-A-ga)エNimiqi(l ra)均十 (1-A -gb)Nllm11qll (1 rb)xll 
tロ 1

ニエNdaYi+ NlltbYll 

f反定 5: 

・0-4歳の個人は，世帯主年齢が30-34歳の家計(i=3) に扶養される O

・5-9歳の偶人は，世帯主年齢が35-39歳の家計(i=4) に扶養される O

・10-14歳の個人は，世帯主年齢が40-44歳の家計(i=5) に扶養される O

・15-19歳の個人は，世帯主年齢が45-49歳の家計(i=6) に扶養される O

厚生労働省「平成14年度人口動態統計Jによれば， I母の第 1子出産時におけ

る平均年齢Jは28.3歳，また「母の平均出産年齢J29.8歳となっている O この

ことから公的医療制度における20歳未満の個人については仮定 5のように扱う
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ことに LtこO

以上の仮定 1-仮定 5の下で，医療制度改革シミュレーションを次の手頗に

従って進める O

ステップ統計データを集める O

Ni， i=l， 2， ...， 11 世帯主年齢別の世帯数

mi， 二二 1，2，. . . ，11 :第 i世帯の人員数

Xi， 口 1，2ぃ・・， 11:第 i世帯一人当たり

れ i二二 1，2， . . • ，11 :第 i世帯所得

qi， i二二 1，2， . . .， 11 : '第 i世帯一人当たり

ステップ 2:家計の効用関数パラメター lA，lBi' i=l， 2，...， 1111，およ

び、社会効用関数パラメター i討を決める O

ステッブ 3:公的医療保険制度の予算制約 (3.7)式に登場する政策変数 lra，

η，ら，tb， ga， gb， ;dの様々な組合わせを想定し，各政策ごとの世帯主年齢

別家計効用 lEui'i= 1， 2， . • . ， 111，社会効用 W，留民罷療費などを計算す

るO また2003年4月に実施された公的医療制度改革の経済厚生効果を評価する。

2 シミュレーション分析に用いる統計データ

Ni， i = 1， 2， . . • ， 11 :世帯主年齢別の世帯数

NNiを年齢別人口，慨を世帯主年齢別の世帯人員数として

(3.8) Ni=NNdmi 

とおいた。なお統計データの出典は，年齢別人口 lNNi，i=l， 2， .• .， 111 は

総務省統計局「人口推計年報J，世子苦主年齢期の世帯人員数 lmi， ニ 1，2，...， 

111 は総務省統計局「家計調査年報」を用いた。

Xi， i= 1， 2， • . . ， 11 :第 i世帯一人当たり擢患時医療費

「平成14年度患者調査Jより， 2002年のある調査日に医療施設で

受療した患者数の推計値が年齢裂に得られるが，これを lPi，i= 1， 2， . . 

111 と表す。同じく厚生労働省の統計データより， lXi， i = 1， 2， . . . ， 111 を
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2002年の年齢別の年間国民医療費として 第 i世帯一人当たり医療費を

(3.9) xi=(Xj/355)IPi 

のように計算した。但し仮定 5より 0-19歳の個人については世帯主年齢が30

-49歳の家計(iE 13， 4， 5， 61) に扶養されるものとして適宜配分した。例

えば i口 3(世帯主が30-34歳で， 0 -4歳の子供を扶養)についてはねを次

のように計算した。

(3.10) 。-4

qi， i=l， 2， ...， 11 第 i世帯一人当たり擢患率

第 i世帯一人当たり擢患率 qiは，年齢別患者数推計値Piと年齢別人口 NNi

を用いて

(3.11) qi=Pil NNi 

とおいた。但し仮定 5より扶養家族が含まれる世帯 (i巴 13，4， 5， 61) につ

いては， 0 -19歳の個人を適宜配分した。例えば i=3(世帯主が30-34歳で，

0-4歳の子供を扶養)については q3を次のように計算した。

(3.12) 
-4 
0-4 

Yi， i= 1， 2， . • . ， 11 第 i世帯所得

年齢別世帯収入 Yiは総務省統計局「家計調査年報Jを用いて，次のように

計算した。

(3.13) Yi=(年齢別・ 1世帯当たり・ 1カ月当たり実収入)X12-;.-365

A.:公的医療保険制度財政赤字比率

ga :公的医療保険制度に対する

gb :老人医療費に対する

平成14年度および平成15年度の厚生労働白書の数値を用いることによって，

平成14年度は lA.=0.0606， ga=O. 207， gb=O. 31 ，平成15年度は lA.=0.0067， 

ga=0.218， gb=0.341 とし7こO
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3 世帯効用関数のパラメタ- lA，1βi， i= 1， 2， . • • ， 1111の推定

日本医締会「第 3次レセプト調査J(2003年 8月)は， 2003年4月に70歳未

満の患者の自己負担率が 2割から 3舗に上昇すると，医療費が 6%減少したこ

とを報告している O これを第百節で紹介した理論モデルの記号を用いて表現す

ると， 70歳以下の毘療費を

(3.14) Xa=エNim必Xj

とおくことによって

(3.15) 
Aに 0.3-0.2
一一乙エコ エ 0.5
ra 0.2 

(3.16) -0.06 

と表現することが出来る O 更にこれらを用いることによって

LlXa / Llra 0.06 
(3.17) Y}a=一一一/一一=~_.~_~ =0.12 

Xa / ね 0.5

という，医療サーピス需要の自己負担率に関する弾力性が計算出来る九とこ

ろで (3.3)式と (3.14)式を用いて自己負担率上昇前の値を

(3.18) r=0.2， I;Njmjqj(Bj-Ara/2) 

とおき，一方自己負担率上昇後の値を

(3.19) r口 0.3，X=I;Njmjqj(Bj-A九/2)

とおくと， (3.17)式は

xn-Xa /荻-r
(3.20) 一弘 /7ftO12

と表現することが出来る O 一方 (3.18)式と (3.19)式より

3) 我国における医療需要の価格弾力性については小掠 [1990]，吉田・伊藤 [2000]，鴇田他

[2000] など多数の研究が報告されているが，いずれも「弾力性は 1/10のオーダーで，あまり

大きくなかったjという結果となっているようである。
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(3.21) Xa-Xa口 (AI2)(九一九) エNimiqi

となるので， これと (3.20)式を用いることによって

xa-Xa 九九 A~
一 x-::::-=てアτ :ENimiqi二二0.12

ra 一九 Xa JL L: i-=i 
(3.22) 

という関係が得られる o (3.22)式より家計の効用関数(2.7)式における，消費

からの効用を計るパラメター Aの推計値として

(3.23) A=0.12 x 5 xXal[九x:ENimiqi 

を用いる O 但し (3.23)式において 1ra， xaf は(3.18)式において， 2002年の

データを用いることによって計算する O

世帯別の擢患の不効用を計るパラメタ -Biは， (3.3) を用いることに

よって

(3.24a) Bi=ご Xi十Aral2，i=1，2，...， 10 

(3.24b) Bll =Xll + Arb 12， 

のように る。 (3.24)式の右辺のパラメター Aは(3.23)式で計算したも

のを用いる O

4 社会効用関数のパうメタ-r

本間他 [1987J は税制に関するデータを用いて，間接的に我国の社会効用関

数のパラメター Tを推定した。それによると我国の社会効用関数はベンサム型

よりはロールズ型に近いこと， また近年になる程より公平性を重視する (rが

低下する)傾向があるということを報告している。後述するシミュレーション

分析において公的医療制度改革の経済効果の評価する際には， このような本間

他 [1987J の研究を参考として，社会効用関数のパラメターについて 1r-0.5， 

r-1f という 2つの値を当てはめてみる O
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第 1図 シミュレーション用統計データ，およびパラメター値 (2002年)

グループ
世帯主年齢 世帯人員数 世帯数 医療費 擢病率 世帯所得 パラメタ
(年齢) (人) (1，000) (1，000円) (%) (1，000円) A=12.24 

mj Nj Xj qj Yi Bj 

l 20-24 3.05 2，626.885 9.29 0.0242 10.08 10.514 

2 25-29 2.95 3，196.949 9.51 0.0294 12.57 10.734 

3 30-34 3.36 4，573.512 8.67 0.0426 15.37 9.894 

4 35-39 3.85 3，700.0 8.85 0.0342 17.37 10.074 

5 40-44 4.11 3，416.302 10.19 0.029 18.58 11.414 

6 45-49 3.91 3，924.552 10.07 0.0307 19.48 11.294 

7 50-54 3.53 3，005.099 11.34 0.0526 20.7 12.564 

8 55-59 3.12 2，774.679 11.04 0.0668 19.4 12.264 

9 60-64 2.75 2，946.182 10.71 0.0857 13.76 11.934 

10 64-69 2.59 2，847.104 10.92 0.1139 13.52 12.144 

11 70- 2.34 6，946.581 11.87 0.1691 13.85 12.482 

注:統計データの出典および加工手順については本文参照。

5 統計データおよびパラメタ一億

上の第回一 1-ill-3節で説明した方法によって得られた統計数値およびパラ

メター推定値を第 2図にまとめた。億はいずれも 2002年のものである O 第 2間

からは以下の諸点が覗われる O 第 1の点は世帯主年齢別の家計擢患率 qiは，

世帯主年齢が上昇する程高くなることである O 世帯主が70歳以上の家計の平均

数は mll=2.34人であるが，このうち誰かが任意の-8に，罷患する

(正確には「診療機関を訪れる確率J) は約17% (Qll=0.169) となっている O

但し年齢と擢患率の関係は厳密に単調なものではなく，例えば Q3=0.0426と

なっており，これは世帯主年齢が50歳未満のグループ (i=1， 2， 3， 4， 5， 6) 

の中で最も低し、。この原因は i=3の家計は世帯主年齢が30-34歳で，イ反定 5

より 0-4歳の子供を扶養家族として含んでいるためと考えられる九第 2の

点は世帯主年齢別の家計一人当たり擢患時医療費ぬは，世帯主が70議以上の

4) 担しこのグループの家計一人当たり陸療費は最も低い (x3=8670円)0 これは小児|宗療に対す

る，閣と地方による様々な手当てに由来するものかもしれない。
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も高く Xl1=こ 1万1870円となっている。一般におは，世帯主年齢と共

に増加する傾向があるが，この関係も必ずしも単調なものではなく， 50~59歳

のグループ (i=7，8) の方が， 60~69歳のグループ(i=9， 10) よりも医療

費が高くなっている。特に世帯主が55~59歳の家計の，擢患時一人当たり医療

費は X7=1万1340何で，これは70歳以上のグループに次ぐ高さとなっている O

第3の点は世帝主年齢別の家計所得 Yiは60歳以上のグループにおいて， 60歳

未満のグループに比べて，大きく減少することである o 60歳未満のグループに

ついては世帯主年齢と共にめは上昇する O 一方60歳以上のグループについて

は，世帯主が64~69歳のグループの家計所得が最も低く (一日当たり YlO=ご 1

万3520円)，逆に世帯主が70歳以上の家計所得は， 60~69歳のグループの家計

所得よりもやや高くなっている (Yl1= 1万3850円)。第 4の点は世帯主年齢別

の家計の効用関数(2.3)式における，擢患の不効用パラメタ -Biの推定値も，

全体的に世帯主年齢と共に上昇する傾向を見せていることである O 但しこの関

係も厳密に単調なものではなく，例えば世帯主が60~64歳のグループ(i=9)

では Bg=11. 93となっており，その前後のグループよりもやや小さくなって

いる O これは Biの推定に用いた (3.24)式において， 60~64歳のグループの家

計一人当たり d龍患時医療費ぬが，その前後のグループに比べてやや小さいこ

とを反映している O

IV シミュレーション分析結果

この節ではシミュレーション分析の結果を説明する O 第回一 l節「シミュ

レーション分析の手}Ij貢jで説明したように，公的医療制度改革の経済厚生効果

の分析は，公的医療制度の予算制約 (3.7)式を満たすような政策変数 lra，rb， 

ん，tb， ga， gb， ;tfの様々な組合わせに対する，家計効用 lEui' i= 1， 2， . . . ， 

111，社会効用 W，および国民医療費 L:Nim必ぬを計算することによって行

うO また世帯主年齢別の家計の効用 EUiについては，現役勤労世帯として i=

2 (世帯主年齢25~29歳で，扶養する子供は活ない)と ， i=5 世帯主年齢40
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~44歳で， 10~14歳の子供を扶養)に注目する O 一方退職して所得が低くなる

が，老人医療保検制度の対象とならず，現役勤労世帯と同じ保険料率んと自

己負担率九が適用される i=10(世帯主年齢64~69寂)の効用 EUlO にも注目

する。更に i=l1 (世帯主年齢70歳以上)の家計グループはその多くが老人医

療保険制度 (75歳以上)の対象となっており，また一般に世帯主年齢が70歳未

満の家計よりも低い保険料率九と自己負担率 ηが適用されることから，この

グループの効用 EUllにも注目する O 即ち公的医療制度改革が家計の効用 EUi

に与える効果について， iE 12， 5， 10， 111 という 4つのグループを取り上げ

て分析する O

公的医療制度は政策変数 1ra，rb， ta， tb， ga， gb， AIによって区別するが，

具体的には次の 4ケースを想定する。

ケース A: 1A=0.06， ga=0.207， gb=0.3， ra=0.2， rb=O.lt，および{ら，

tbt は予算制約 (3.7)式を満たす組合わせを考察する。

ケースAは2002年の実際の値を用いており，一方「公的産療保険制度の財政

と国産負担は家計の負担に含まれないJと想定している O

ケース日 1A=0.006，ga=0.218， gb=0.34， ra=0.3， rb=O.ll，および iん，

tbt は予算制約 (3.7)式を満たす組合わせを考察する O

ケース Bは2003年 (4月以降)の値を用いており，またケースAと同じく財

政赤字と国庫負担は家計の負担に含めていない。ケースAとケース Bを比べる

ことによって， 2003年4月の公的医療制度改革の効果を調べることが出来る O

ケース C: 1A=0， ga=O， gb=O， ra=0.2， rb=O.ll，および iん，tbt は予算

制約 (3.7)式を満たす組合わせを考察する。

ケース Cは自己負担率 1ra がについては2002年の数値であるケース Aと

同じだが， r公的医療保険制度の財政赤字と国庫負担も，究極的には家計の負

担になるJと考えて 1A=0，ga=O， gb=Ot とおいた。その分予算制約 (3.7)

式を満たす保険料率 1ta，tbt の組合わせはケースAよりも高くなる O

ケース o: 1A=0， ga=O， gb=O， ra=0.3， rb=O.ll，および lta，tbt は予算
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ケース Dは自己負担率 lra，がについてはケース Bと同じく 2003年の値で

あるが，財政赤字と国庫負担を家計の負担に含めたものである。

以上4通りの政策変数の組合わせ iケースA-ケースDIについて，家計効

用 lEui， ニ 1，2，...， 111，社会効用 W，および国民医療費 I:Nimiqixiを計
i=l 

算するが，計算結果について次のような比較を行う O

① ケースAとケース Bの比較:これは2003年4月の医療制度改革において，

70歳未満の受診者の自己負担率九を 2割から 3割へとあげたことによる

経済摩生効果を調べるものである o (70歳以上の受診者の自己負担率は 1

割に据え置かれている。)但し公的医療保険制度の財政赤字と国庫負担は

家計の負担に含めない。また保険料率 i九，tbf については先述したよう

に予算制約 (3.7)式を満たすような組合わせについて考察するが，このよ

うな組合わせの中で (i)ケースAとケース Bの各々について70歳以上の家

計の保険料率を tb=Oに固定したときに予算制約 (3.7)式を満たすら，お

よびかけケースAとケース Bの各々について予算制約 (3.7)式の下で社会

効用 Wを最大化するような保険料率 i九，tbf 組合わせ，という 2つの場

合について分析する O

② ケース CとケースDの比較:これは①のケースAとケース Bの比較と同

じく， 2003年4月の自己負担率改正の経済摩生効果を課べるものであるが，

その際財政赤字と国庫負祖を家計の負姐に合めている。また保険料率 iん，

tbf については，ケース Cとケース Dの各々について，予算制約 (3.7)式

の下で社会効用 Wを最大化するような組合わせを選んで比較を行った。

以上の①と②の比較分析においては第醒-4節で述べたように，社会効用関

数のパラメタ-rについて lr=-0.5，r= 1f という 2つの値の下で計算を

行った。以下では r=-0.5の下での比較を{①ーし②-11 と表記し，

r=-lの下での比較を lCD-2， @--2 1 と表記する O

ところで公的医療制度の改革が家計の効用に与える効果については次のよう
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なものが予想される D 先の (2.7)式で見たように世帯主年齢別家計の効用関数

は

(4.1) EUi=二A[(1-ti)Yi-QimげiXi]-Qimi(Bi-xi)2 

xi=Bi-Ari/2 

と表されるが，ここで保険料率むを一定としたとき，自己負担率 ηの上昇は

2つの経路で家計効用 EUiに影響を与えることになる O 一つは医療サーピス

に対する支出品が抑制されることによる，擢患、時不効用 (Bi-Xi)2の上昇に

よる EUiの低下である O もう一つは擢患時の医療費 riXiの変化が EUiに与え

る影響である O 後者については簡単な計算より

(4.2) ゴァ川護O<:?住宅L
-_.・ー

であることが示され，このことから ηく払/Aとなっている家計については自

己負担率 ηの上昇は擢患時医療費自己負担分 riXiを増加させ，これが，罷患時

消費を減少させることによって家計効用の低下を引起す。逆に ri>Bi/Aと

なっている家計については自己負担率 ηの上昇は擢患時法療費自己負担分を

減少させ，これが擢患時消費の増加を可龍にすることによって家計効用を増加

させることになる O 自 riの上昇が家計の効用に及ぼす効果はこれら

2つの効果が合わさったものになる O しかしながら家計の効用関数(4.1)式を

用いると

(4.3) 

り，これら 2つの効果を合わせたものは

>-2Bi 
τ'-EUiきeO<:? 
a~ A 

となっている O このとき第 1図の数値からは，自己負担率が lを超えない限り，

全ての家計 li=1， 2， • . . ， llf について ηく2Bi/Aが成立っている O よって

保険料率んを一定値においたとき，自己負担率 ηの上昇は全ての家計 iにつ

いて効用 Ezんを低下させることが分かる O

しかしながら一般に自己負担率 lra，rbfを改正すると，予算制約 (3.7)式

を満たすように保険料率を変える必要が生じるために，公的医療保険制度の改
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正が家計の厚生水準に及ぼす効果は，これらの保険料負担や自己負担が世帯主

年齢の異なる家計グループの間にどのように再配分されるかによって決まって

くることになるO

以上のことを念頭に置いて，先述した 4通りの公的医療制度の比較分析結果

を説明していく九

1 公的医療制度改革の経済厚生効果:r=-O欄 5の場合

1) ケースAとケース Bの比較 -0.5)

ケースAの政策変数は 1)=0.06，ga=0.207， gb=0.3， ra=0.2， rb=o.li 

という 2002年の数値で，一方ケース Bは 1)=0.006，ga=0.218， gb=0.34， 

ra = 0 . 3， rb = 0 . 1 i という 2003年の数値で，自己負担率 1ra，rbi について

2003年4月に実施された医療制度改革を反映させている O 但しいずれのケース

においても，保険財政赤字と国庫負担を家計の負担に含めていない。 2002年の

数値と比較すると2003年の数値は，公的医療保険制度の財政赤字対経常収支比

率Aは全体として小さくなっているがは:0.06→0.006)，国庫負担率はga

とめの両方とも大きくなっている (ga:0.207→ 0.218， gb: 0.3→ 0.34)0こ

のため70歳未満の家計の自己負担率上昇にも関わらず (η:0.2→0.3) ， 

制約(3.7)式を満たす保険料率 iん，tbi の組合わせは全体として下がっている O

以下においてはケースAとケース Bを比較することによって2003年4月の医療

制度改革の経済厚生効果を分析するが，各ケースにおいて予算制約(3.7)式を

満たす保険料率{ん，tbi の組合わせについて tb=O，却ち70歳以上の家計の保

険料率をゼロに国定した場合仁社会効用 Wを最大化する場合という 2通

りについて考察する占

5) なおこの論文の基となった二村 [2006Jでは， 2003年4月の医療制度改革の他に， 2002年の公
的医療制度を基準として，受診者自己負担率に関する依想的な制度改革の効果を分析した。これ
らの仮想的な制度改革とは，全ての受診者の窓口自己負担率をゼロとする場合， 70歳未満の受診
者の自己負担率を上げる一方で70歳以上の受診者の自己負担率をゼロとする場合，および全ての
受診者の自己負担率を一律3割に上げる場合という 3通りである。分析の結果はこの論文の分析
結果と整合的なものであった。
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第 2図 ケースAとケースBの経済厚生比較

ケースAとケース Bの各々について70歳以上の家計の保険料率を tb=Oに固定した

ときに予算制約 (3.7)式を満たすらの場合。

EU2 EU5 EUIO EUll W 

ケースA 0.093 0.0 137.588 203.383 142.25 163.774 73，777.09 

ケースB 0.086 0.0 137.799 203.681 140.091 163.774 73，771.97 

変化率(対) 0.154 0.146 -1.53 01 -0.0069 
」一一…ー

j主:ケースA:IAヱコ0.06，ga=0.207， gb=0.3， ra=0.2， η=0.11 
ケース B : IA=0.006， ga口 0.218，gb=0.34， ねヱヱ0.3，ηロ 0.11

国民医療費は L:N;mゆめと (3.3)式を用いて計算

第 3国 ケースAとケース Bの経済厚生比較

国民医療費

85，265.65 

82，106.65 

-3.711 

ケースAとケース Bの各々について予算制約 (3.6)式の下で社会効用 Wを最大化す

るような保険料率 iん，tblの場合。

EU2 EU5 EUIO EUll 

ケースA 0.10158 -0.05 136.2076 201.3428 140.7854 177 .25 

ケ}スB 0.09491 -0.05 136.4187 201. 6404 138.6061 172.25 

変化率(話) 0.155 0.1478 -1.548 O 

注:ケースA:IAココ0.06，ga=0.207， gb=0.3， η=0.2， rb=O.ll 
ケ}ス B: IA=0.006， ga=0.218， gb=0.34， ra=0.3，行=0.11

国民医療費は L:Nimiqixiと(3.3)式を用いて計算

W 国民医諜費

73，778.38 85，265.65 

73，773.18 82，106.65 

-0.007 -3.71 

第 2図はケース Aとケース Bにおいて，to=Oに国定したときに予算制約

(3.7)式を満たすらを求め，このような政策変数 li1， ga， go， ra， ro， ta， tol 

の下での家計効用 lEui'i=2， 5， 10， 111，社会効用 W，および田氏医療費

して比較したものである O なお家計効用 EUiの計算には (3.4)式を用い，

社会効用 Wの計算には (2.9)式を用いた。また国民農療費は 2:Nim必ぬと

(3.3)式を用いて計算した。第 2閣の「変化率Jは，ケース Aを基準として

ケース Bに変化したときの，各変数の変化率のことである O

第 2図によると， 2002年(ケース A)から2003年(ケース B)への変化にお

いて， 70歳未満のグループの自己負担率九が 2割から 3割へと上昇したにも
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関わらず，各公的医療保険制度に対する盟庫負担率も上昇したために，(tb=O 

に対して)予算制約を満たす70歳未満のグループの保険料率んが低下したこ

とが分かる(ん:0.093→0.086)0 しかしながら70歳未満の全家計がこのよう

な保険料率低下の恩恵を受けている訳ではない。効用が改善したのは現役勤労

世帯の i=2(世帯主年齢25~29歳扶養する子供は居なしすと i=5 (世帯主

年齢40~44歳， 10~14歳の子供を扶養)で，退職年齢層でありながら現役勤労

世帯と同じ保検料率と自己負担率が適用されるグループ i=10(世帯主年齢64

~69歳)の効用は逆に1.53%低下している O これは現役勤労世帯は退職世帯に

比べて家計所得が高く，逆に，罷患時一人当たり医療費は退職世帯の方が高いた

めに，保険料率の低下は専ら現役勤労世帯にとって得となる一方で，自

率の上昇は専ら退職世帯にとって損となる傾向があることに由来するものと思

われる O なおケース Aとケース Bでは70歳以上の家計の保険料率九と自己負

担率 η は変化していないので (tb=O，rb=O.l)，このグループの効用 EUllも

変化していない。第 2図からは更に， 70歳未満の家計の自己負担率九の上昇

によって，このグループの医療サーピス需要 lXj，i= 1， 2， . . . ， 10! が減少し

たために，国民医療費も全体として3.7%低下すること，一方社会効用 Wはほ

とんど変化しないことが覗える O

第2図の計算ではケースAとケース Bの比較における保検料率 lta，tb!に

ついて，tb=Oに画定して予算制約 (3.7)式を満たすらを選んだが，第 3図で

は各ケースについて予算制約 (3.7)式の下で社会効用を最大化する保険料率の

組合わせを選んだ場合の計算結果を示している O ケースA (2002年)において

社会効用を最大化する保険料率はぬ=0.1016，tb= -0 .05! で，このとき社

会効用は tb=Oに罰定した場合 lta=0.093，tb=O! に比べてわずかに改善し

ている (+0.0017)0同様にケース B (2003年)において社会効用を最大化す

る保険料率はぬと0.095，h=ー0.05! で，この場合も社会効用はわずかに改

善している(十0.0016%)0また70歳以上の家計の保険料率九がマイナスの値

になっているということは「罷療サービスに関してこれらの家計が，国や地方
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政府から何らかの補助を受けているjと解釈できるだろう o 第3図の計算結果

からは， 2002年(ケース A)から2003年(ケース B) にかけての医療制度改革

による経済厚生効果は，先の第 2図と質的に同じであることが分かる。即ち保

険料率として予算制約 (3.7)式の下で社会効用を最大化する lta，tblを選んだ

場合でも， 2002年(ケースA)から2003年(ケース B) にかけては70歳以上の

家計の保険料率はほとんど変化しない一方で， 70歳未満の家計の保険料率ん

が，自己負祖率九の上昇と引き換えに低下し，これによって現役勤労世帯

(i=2， 5) の効用は改善するが，退職した70歳未満の家計(i=10) の効用は

悪化すること，また70歳以上の家計については保険料率九がほとんど変化し

ていないために効用も変化していないことが分かる o (70歳以上の受診者の自

己負担率は2002年から2003年にかけて rb=Oに据え置かれている。)また2002

年から2003年にかけて社会効用の値はわずかに下がっている (-0.007%)0 

は各世帯の医療需要ぬが (3.3)式で示されるように自

みに依存しているために，第 2図の計算結果と同じになっている。)

2) ケース Cとケース Dの比較 (r=-0.5)

第2図と第 3図の数値は「公的医療保険制度の財政赤字と国庫負担率を家計

の負招に含めないjとし、う仮定の下で計算したものである O しかしながら

には財政赤字も国庫負担も究極的にはし、ずれかの家計によって負担されるべき

ものである O このことから2002年と2003年の公的医療制度を比較する際に「財

政赤字と国庫負担は家計の負担に合まれるJと仮定したケース CとケースDを

用いてみた。

財政赤字と国庫負担率を家計の負担に含めない場合は2002年(ケース A) と

比べて， 2003年(ケース B) に70歳未満の受診者の自己負担率九が上昇した

にも関わらず，同時に国庫負担率がよ昇したために予算制約を満たす保険料率

の組合わせは2003年の方が全体的に低下する O 一方貯政赤字と国庫負担率を家

計の負担に含めた場合は，当然のことながら2002年(ケース c) に比べて2003

年(ケース D) にηが上昇したことによって， 2003年の方が全体的に保険料



公的医療制度改革の経済厚生効果分析 (215) 23 

第 4図 ケース Cとケース Dの経済摩生比較

保険料率 iん，tTI は，ケース Cとケース Dの各々について予算制約 (3.6)式の下で

社会効用 Wを最大化するものO

EU2 Eus EUIO 

ケースC 0.1351 -0.01 131.0525 193.723 135.2407 

ケースD 0.1229 -0.02 1，321.106 195.265 133.967 

変化率(%) 0.8035 0.796 一0.942

1主:ケース C: lA=O， ga=O， gb=O， Ya=0.2， Yb=0.11 
ケースD : IA=o， gaヱコ0，gb=O， ya=0.3， Yb=0.11 

国民医療費は 2::N;m品ぬと (3.3)式を用いて計算

EUll W 由民援療費

165.469 73，657.12 85，265.65 

167.165 73，673.84 82，106.65 

1.0245 0.023 -3.71 

率を低めに抑えることが出来る O 更に2002年についてのケースAとケース Cの

比較，および2003年についてのケース Bとケース Dの比較においては，財政赤

字と国産負担を家計の負担に帰属させたことによって，ケースAよりもケース

Cの方が，またケース Bよりもケース Dの方が，予算制約を満たす保険料率の

組合わせは，いずれも全体的に高めになる O 但しこの場合の「保険料率Jとは，

公的医療保険制度に対して実際に被保険者が支払っている保険料のみならず，

国や地方の財政制度を通じて間接的に公的医療制度に対して支払っているもの

も含まれている O 逆にこのとき f保険料率Jがマイナスになっている場合は，

このような家計が国や地方政府から援療サーピスについて何らかの補助を受け

ているものと角卒未尺さnるO

第 4閣は2002年(ケース C) と2003年(ケース D) の公的毘療制度の下での，

家計効用 lEui，i=2， 5， 10， 111，社会効用 W，および国民医擦費の計算結

をまとめたものである O これ等の計算において保験料率 lta，tbl は，各

ケースについて予算制約 (3.7)式を満たすものの中で社会効用を最大化するも

のを選んだ。ケース Cでは iん=0.135，tb= -0.011，ケース Dでは{九 t

0.123， tb= -0.021 のように，ケース Dの方で自己負担率九が上昇したこと

によって，全ての家計について保険料率が低下している O しかしながら2002年

から2003年にかけての家計の効用の質的な変化は，財政赤字と国産負招を家計
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の負担に含めなかったケース Aとケース Bの比較と同じで，現役勤労世帯

(i= 2， 5) は自己負担率九の上昇にも関わらず，保険料率の低下によって効

用が改善するのに対して，退職した70歳未満の世帯 (i=10)は所得が低い一

方で医療支出が高いために，保険料率んの下落によるメリットよりも，自己

負担率九上昇のデメリットの方が大きく このため効用が低下している o 70 

議以上の家計は自己負担率 ηは同じである一方で，保険料率九が低下したこ

とによって効用が改善している O またケースCとケースDの比較では社会効用

に値もわずかに改善していることが分かる(十0.023%)0 なお国民医療費の変

化についてはケースAとケース Bの比較である第N-1 -1)節と同じである O

2 公的医擁制度改革の経済摩生効果:rロー1の場合

上の第N-1 節で、見たケース A~ケース D の比較分析においては，社会効用

関数のパラメター Tの値を -0.5とした場合の計算結果を用いた。先述したよ

うに社会効用関数(2.9)式において Tが小さくなる程，世帯主年齢別家計の効

用 lEUj， 口 1，2， . . . ，111 の分布について，より公平性を重視する価値観を

表す。そこでケース A~ケース\D について r=二一 1 として家計効用 lEUj ， i=2， 

5， 10， 111 と社会効用 Wを再計算し，これらを第E節と同じ組合わせで比較

してみた。このような再計算によって第百-1節の結果と変わってくるのは，

各ケースにおいて予算制約 (3.7)式の下で社会効用を最大化する保険料率 lta，

tbl の組合わせである O 一方各家計の医療サービス需要ぬは自己負担率 lra，

rbl のみに依存することから [(3.3)式参照L国民医療費 L:Njmjqjxjは第百一

1節と同じである O

した数値は省略するが， r= 1とした場合の医療制度改革の経済厚

生効果は r=-0.5の場合と質的に同様であることが分かった。即ち公的医療

制度の予算制約 (3.7)式において自己負担率の変化は，それを相殺するような

保険料率の変化を必要とするが このとき現役勤労世菅の効用 EU2および

EU5は専ら保険料率九の変化の影響を受ける一方で 退職した70歳未満の家
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計の効用 EUIOは自己負担率九の変化の影響を受けること，また70歳以上に家

計の効用 Euuは基準とするケース(ケース A，またはケース C)での自

担率 rbがもともと低かったために， 70歳未満の退職した家計よりは保険料率

九の変化の影響を受け易いことなどである O

ところで第N-1節 (r=-0.5) の計算結果とここでの結果を比べてみると，

同じ政策変数 1A，ga， gb， ra， rbf の下で yが小さくなると，予算制約 (3.7)

式の下で社会効用を最大化する保険料率|ら，tbf の組合わせは， 70歳未満の

家計の保険料率んが下がる一方で， 70歳以上の家計の保険料率九が上昇する

ことが全てのケースにおいて観察された。例えばケース C 1A=0， ga=O， 

gb=O， ra=O. 2， rb=O .1f は2002年の公的亙療制度において公的医療保険制度

の財政赤字と国庫負担を家計の負担に含めたものだが，予算制約 (3.7)式の下

で社会効用を最大化する保験料率は， r= -0.5のとき iんと0.1351，tb= 

-o.olf となっているのに対して，r=-lのときは|ん=0.1333，tb=o.Of 

となった。このことは仮に社会効用が社会構成員の総体的な価値観を反映して

いるものとして，その価値観がより公平性を重視するようなものになってくる

と， 2002年の公的医療制度は公平性の面で望ましいものではなくなり， (自己

負担率を一定とすれば)家計に対する保険料率を再調整する必要が生じるが，

それは今以上に70歳以上に高齢者を優遇するものではなく，逆に70歳以上に家

計の保検料率九を上げて， 70歳未満の保険料率九を下げるような調整がなさ

れることを意味している O 先出した本間他 [1987J の研究からは，現実におい

て日本では近年になる程社会的公平性を重視するようになって来ている (rが

小さくなって来ている)ものと考えられるが，このことは2003年4月の医療制

度改革において70歳以上の受診者の自己負招率を 1割に措え置く代わりに70歳

未満の受診者の自己負強率を 2割から 3割に引上げたとし、う改正は，公的医療

制度に関する不公平感を却って強めることになった可能性があることを示唆す

るO 一方で近年において，逆進的な消費税の税率を引上げて公的年金・医療な

どの社会保障の目的税化しようとする動きに対して，比較的広範な国民的合意
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が見られることは， r現行の社会保障制度では現役勤労世帯が過度の負担を

担っており，これを是正する必要があるjとL、う国民の価値観を反映している

のではないだろうか。

V まとめ

この研究では公的産療制度改革の経済厚生効果を分析した。分析を通じて明

らかになったのは次の 3点である O 第 1の点は，現在の公的医療制度において

は保険料率と自己負担率に関して70歳未満のグループと70歳以上のグループに

ついて扱いが異なっていること 例えば前者の医療費自己負拒率が 3部なのに

対して，後者の自己負担率が 1舗であること，更に70歳以上のグループについ

ても75歳以上の個人は老人医療保険制度の対象となるために，保険料率，自己

負担率，国庫負担率，医療保険財政の赤字補填などの，公的医療制度に関する

政策変数の変化は これらのグループに異なった影響を及ぼすことである O 第

2の点は，公的医療制度の財政に関する予算制約を考慮すると自己負担率の変

化は，予算制約の不均衡を相殺するような保険料率の変化を伴わなければなら

ないが，このとき現役勤労世帯の厚生水準は自己負担率の変化よりも保険料率

の変化に強く影響される一方で 70歳未満の退職世帯の厚生水準は保険料率の

変化よりも自己負祖率の変化に強く影響されるということである O これは現役

勤労世帯は退職世帯に比べて世帯所得が高く，擢患時医療費が比較的低いため

である O このことは医療制度改革においては，所得水準が低い一方で擢患時の

医療費が高い， 70歳未満の退職した家計の厚生変化に大きな注意を払う必要が

あることを意味する o 2006年6月に決定された医療制度改革方針において， 70 

歳以上の高齢者の自己負担について所得水準に応じた負担の仕組みを導入した

ことは，この点に鑑みて興味深いものがある O 第 3の点は現在の公的医療制度

の「公平性Jに関するものである O この研究から得られた数鐘例は，仮に公的

医療制度についての価値観が 世帯主年齢別家計の厚生水準の分布についてよ

り公平性を重視するようなものに変わってくると 公的医療制鹿の改革は高齢
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者よりは現役勤労世帯の負担を減らす方向に進められる可能性があることが分

かった。実際日本国民の総体的な価値観が以前よりも公平性を重視するものに

なって来ているとすれば，この研究から得られた結果は「現在の公的医療制度

が現役勤労世帯に過度の負担を課しているjとみなされていることを示してい

るのかもしれない。

最後にこの研究で残された課題について何点か述べたい。第 1の点は上で述

べたように現実の公的医療制度は70歳未満， 70歳以上75歳未満， 75歳以上で扱

いが異なっているが，この研究では統計データ側からの制約のために70歳以上

のグループをひとまとめにせざるを得なかった。また理論モデルにおいて高齢

者を独立した家計として扱っているが，現実には少なからぬ数の高齢者が現役

勤労世帯に扶養されているかもしれない。このことは実際の公的医療制度はこ

の研究で得られた数値以上に，現役勤労世帝に過大な負担を課している可能性

があることを示唆している O 第2の点は，この研究で、用いた理論モデルでは世

帯主年齢別家計の「擢患確率Jqiを外生変数としたことである O しかしなが

ら統計データを加工して得られた qiの正確な意味は「受診率jであり，それ

は擢患者が内生的に決めているかもしれない。特に比較的経度の病気の場合に

は，qiは受診者による窓口での自 れるかもしれなI.t，6)。第 3の

点は現実の公的医療制度に関する保険料率，自 公的医療保険財政の

どの仕組みは，被保険者の年齢，所得，就業形態などの

よって異なるが，この研究では使用した統計データ側からの制約のため

に，被保険者を「世帯主年齢別の家計」という属性のみによって区分せざるを

得なかったことである O このことは2006年の医療制度改革が年齢のみならず所

にも重きを置いたものであるために，このような医療制度改革の経済厚

生効果を分析するためには，理論モデルにおいても年齢のみならず所得につい

6) 例えば今日のアメリカの公的医療保険制度は我田のように「国民皆保険jではないために，匿

療費と保険料の上昇による無保険者の増加と，このようなグループが，罷患しでも受診を控える傾

向にあることが大きな伺題となっている O
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ても家計を区分して，これと整合的な統計データを収集することが必要となる

ことを意味するだろう O そして第 4の点は，本研究ではライフサイクルの視点

が欠如していることである O 現実の公的医療制度改革に関する政治的過程にお

いては f世代聞の利害対立jが近視眼的 (myopic) に捉えられる傾向がある

ために，各世代の厚生を (2.1)式のような効用関数で測ることも，公的医療制

度改革の短期的な動きを予想するためには有用かもしれない。しかしながら現

在は若い世代もいずれは高齢者になる訳で，このためにも医療制度改革の長期

的な経済車生効果は，各家計の生涯効用によって測られるべきだろう O このよ

うなライフサイクルの視点にたった医療制度改革の分析には Auerbachand 

Kotlikoff [1987J以来経済政策分析の標準的手法となっている「動学的一般均

衡モデルjを用いることが有効と思われ，これをこの研究の将来的な課題とし

Tこし、7)。
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